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潮来市学校跡地等利活用事業 公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 募集の目的 

この要領は、延方小学校との統合により閉校となった大生原小学校跡地について、地域振

興、地域福祉の向上等に資する利活用を図るために実施するプロポーザル（以下「本プロポ

ーザル」という。）に関して必要な事項を定めるものである。 

 

２ 募集の内容 

（１）対象施設 旧大生原小学校（茨城県潮来市水原１９８８番地１） 

（２）募集内容 「潮来市学校跡地等利活用事業公募型プロポーザル募集要項」（以下「募

集要項」という。）のとおり 

 

３ 担当部署 

 〒３１１－２４９３ 茨城県潮来市辻６２６ 

潮来市 市長公室 企画政策課 

担当：仲澤・箕輪 

ＴＥＬ：0299-63-1111（内線212） 

ＦＡＸ：0299-80-1100 

E-mail：kikaku@city.itako.lg.jp 

 

４ 選定方式 

選定方式は、本実施要領及び募集要項に記載する事業提案書等を求め、事業概要、内容の

実現性及び継続性等、提案内容を総合的に比較検討し、最適な事業候補者（優先交渉権者）

をプロポーザルで選定する。 

 

５ 参加資格  

本プロポーザルに参加する提案者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。 

（１）地方地自法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当していない者及び同条第２項

の規定に基づく潮来市の入札参加制限を受けていない者であること。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立てがなされ

ていない者であること。 

（３）応募申込書の提出日に官公庁から指名停止措置を受けていない者であること。 

（４）国税及び地方税を滞納していないもの。 

（５）潮来市暴力団排除条例（平成２３年潮来市条例第２９号）第２条第１号若しくは第

３号に規定する者又は次に掲げる者でないこと。 
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ア 暴力団員が、事業主又は役員となっている者 

イ 暴力団員以外の者が代表取締役を務めているが、実質的には暴力団員がその運

営を支配している者 

ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者 

エ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約、資材、原材料等の購入

契約を締結している者 

オ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益や便宜を供与している者 

カ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど

社会的に非難されるべき関係を有している者 

（６）次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体 

イ 特定の公職者（候補者を含む）又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを

目的とする団体  

 

６ 実施スケジュール 

 プロポーザルの実施スケジュールは次のとおりとする。 

 項目 期間等 備考 

１ 募集要項等の公開 １月２７日（火） HP に掲載 

２ 質問書の受付 １月２７日（火）～２月６日（金）  

３ 質問の回答 ２月１０日（火） HP に掲載 

４ 事業提案書等提出期間 １月２７日（火）～２月１３日（金）  

５ プレゼンテーション審査 ２月１９日（木）  

６ 審査結果通知 ２月下旬予定  

 

７ 質問と回答 

（１）受付期間 

令和８年１月２７日（火）～令和８年２月６日（金） 

午前８時３０分～午後５時１５分（土日祝日を除く） 

（２）提出先 

潮来市 市長公室 企画政策課 

（前記３参照） 

（３）提出方法 

「質問書（様式６号）」に必要事項等を記載の上、持参、郵送、電子メールのいずれ

かの方法で提出すること。（郵送の場合は、期限必着） 

（４）質問に対する回答 

回答内容は、全質問を一括して令和８年２月１０日（火）に市ホームページに掲載す
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る。なお、質問に対する回答は、本実施要領及び募集要項等の追加又は修正事項とみ

なし取り扱う。 

 

８ 応募申込書等の提出 

本プロポーザルに関する応募申込書等は、次の方法で提出すること。 

（１）応募は、（５）に規定する提出書類を、郵送又は持参により提出すること。 

郵送の場合は、配達日時が確認できる方法とし、応募申込書提出期限内に必着とす

る。その場合、事前に郵送提出の旨を市担当まで連絡すること。 

持参の場合は、市担当へ事前連絡し、日程調整のうえ、来庁すること。 

（２）潮来市 市長公室 企画政策課（前記３参照）へ提出すること。 

（３）書式等 用紙はＡ４版とすること。 

（４）提案内容 

提案の内容は、下記の事項を記載すること。 

〇地域振興、地域福祉の向上等に資する提案であること 

〇地域経済の活性化（地元雇用等）に資すること 

〇まちづくりへの貢献に関すること 

〇内容の実現性・継続性に関すること（事業収支計画を含む） 

〇地域との連携・協働に関すること 

（５）提出書類 

ア 応募申込書（様式１号。グループ応募の場合は様式２号） 

イ 事業提案書（様式３号）（※任意様式も可） 

ウ 参考・補足資料（任意の書式、枚数） 

エ 応募資格申出書（様式４号） 

オ 応募者の概要書（様式５号） 

カ 定款（写し） 

キ 法人登記簿謄本（提出日３ヶ月以内に発行されたもの。原本） 

ク 団体等の事業前年度における事業報告書（写し） 

ケ 団体等の事業前年度における収支（損益）計算書（写し） 

コ 団体等の事業前年度における貸借対照表及び財産目録（写し） 

サ 国税及び地方税の納税証明書（原本） 

（過年度を含めて未納がないことを証明するもの） 

※グループとして応募する場合は、エ～サについてはすべての団体等が提出すること。 

提出部数は紙媒体６部とし、上記ア～サを１ファイルにまとめたＰＤＦデータを提出

すること。 

（６）提出期限 

  令和８年２月１３日（金）午後５時１５分まで（必着） 
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（７）書類審査 

応募申込書等の提出が６者以上の場合には、提出書類による審査を行う。審査の結果、

内容が優れた５者を、本審査の対象とする。書類審査の結果については、別途通知する。 

 

９ 審査（プレゼンテーションの実施） 

提案者は、次のプレゼンテーションを行うものとする。 

（１）日時 

令和８年２月１９日 （詳細は後日通知する。） 

（２）開始時間 

後日通知する。 

（３）場所 

潮来市役所内とし、詳細は後日通知する。 

（４）所要時間 

１事業提案者につき、３０分以内とする。 

・準備：５分以内 

・事業提案プレゼンテーション：１５分以内 

・質疑応答：１０分以内 

（５）内容 

事業提案書の説明 

（６）参加人数 

３人までとする。 

（７）使用機器 

ＰＣを使用する場合は、ＰＣ、接続コードは事業提案者が持参し、プロジェクター、ス

クリーンは潮来市が用意する。 

 

１０ 審査方法等 

（１）選定委員会の設置 

地域振興、地域福祉の向上等に資する利活用を図るために最も適した事業候補者（優先

交渉権者）を、厳正かつ公正に決定するため、本プロポーザルの選定委員会を設置する。 

（２）審査及び配点 

本プロポーザルの審査は、選定委員会の各委員が事業提案プレゼンテーションの評価

を行う。審査の詳細及び配点等については「別紙１」のとおりとする。 

（３）参加者が１提案者の場合について 

審査において、最低基準得点として、評価基準点の合計値が５割を超える場合は、本実

施要領、募集要項等を満たすと判断し、その提案者を事業候補者（優先交渉権者）として

決定する。 
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１１ 選定結果の通知 

選定結果は、参加者全員に対し、応募申込書に記載された連絡先に電子メールで連絡した

上で郵送する。 

通知日 令和８年２月下旬予定 

 

１２ 失格となる提案者 

事業提案者が、次に該当する場合は失格となることがある。 

（１）参加資格の要件を満たさなくなった場合 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）選考の公平性を害する行為があった場合 

（４）前各号に定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為等、選定委員会委

員長が失格であると認めた場合 

 

１３ その他留意事項 

（１）本プロポーザルに係る経費はすべて提案者の負担とする。 

（２）提出書類の著作権は、提案者に帰属する。 

（３）提出された書類は、返却しないものとする。 

（４）提出書類の提出後の修正又は変更は、一切認めない。 

（５）提出書類等に記載された個人情報は、事業候補者（優先交渉権者）の選定のみに使用

し、その他の目的には一切使用しない。 

（６）審査の内容についての問合せには一切応じない。また、審査に対する異議申し立ては

受け付けない。 

 

 



 

別紙１ 

 

潮来市学校跡地等利活用事業 公募型プロポーザル審査要項 

 

１ 目的 

この要項は、潮来市学校跡地等利活用事業公募型プロポーザルの審査及び選定方法の手

続きについて、必要な事項を定める。 

 

２ 審査方法 

提出された事業提案書に基づくプレゼンテーションの内容について、下記３の審査項目

に対して下記４の採点を行うことで審査を行う。 

※最低基準得点として、評価基準点の合計値が５割に満たない提案者は失格とする。 

 

３ 審査項目と配点 

＜表１＞１００点満点 

審査項目・評価内容 配点 

地域振興、地域福祉の向上等に資すること ３０点 

地域経済の活性化（地元雇用等）に資すること １０点 

まちづくりへの貢献に関すること １０点 

内容の実現性に関すること（事業収支計画を含む） １０点 

内容の継続性に関すること（事業収支計画を含む） １０点 

地域との連携・協働に関すること ２０点 

価格に関すること １０点 

 

４ 審査項目の採点基準 

 採点は、次に示す４段階評価による得点の付与を上記３に示す項目ごとに行い、合計得点

を算定する。 

評価 判断基準 得点化方法 

A 特に優れている 各項目の配点×１．００ 

B 優れている 各項目の配点×０．７５ 

C 要求水準を満たす程度である 各項目の配点×０．５０ 

D 要求水準を満たすが難点がある 各項目の配点×０．００ 

 


